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本書では、バージョンアップの主な対応内容について説明します。 
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※ 本書には、異なるシステム（サービス種）の画面を用いて説明している箇所があります。 

お使いのシステムやサービス種に読み替えてご覧ください。 

 

  

2024 年 4 月－介護報酬改定対応版 

＜対応内容（なのはなⅠ）＞ 



    NANⅠ2.90R10 

Copyright (C) 2024 conduct Corporation                                               page 2/15 

１. 個人台帳 指定を受けた居宅支援事業所の介護予防支援の入力に対応 

個人台帳＞居宅支援事業所について、居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援を行う場合の

入力に対応しました。 

指定を受けた居宅介護支援事業所の介護予防支援を利用する利用者については、 

「介護／予防・総合事業」から「予防・総合事業（介護予防支援事業所）」を選択して登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当の事業所から介護予防支援を受ける利用者に 
ついては、「予防・総合事業（介護予防支援事業所）」
を選択してください。 

個人台帳＞居宅支援事業所の上部の表の「介／予」欄には、以下のように表示されます。 

 

・「予防・総合事業（地域包括支援センター）」を選択した場合 

 

 

 

 

・「予防・総合事業（介護予防支援事業所）」を選択した場合 

「予防（地）」と表示されます。 

「予防（介）」と表示されます。 
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２. 高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算 新設に対応 

「高齢者虐待防止措置未実施減算」と「業務継続計画未策定減算」（新設）の入力に対応しました（令和 

6年 4月分から）。 

（地域密着型）通所介護の「時減」のサービスコード（2時間以上 3時間未満）に対して「高齢者虐待 

防止措置未実施減算」や「業務継続計画未策定減算」を算定する場合は、以下の手順で入力を行って 

ください。 

 

■入力方法（時減のサービスコードに対して虐待防止減算や業務計画未策定減算を算定する場合） 

（１）「サービス詳細入力」画面の「基本サービス」から「通所介護○2○」（地域密着型通所介護の 

場合は、「地域通所介護 2○」）を選択し、「注加減算」から「2時間以上 3時間未満」にチェック

を入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「注加減算」に表示されている「業務継続計画未策定減算」や「高齢者虐待防止措置未実施 

減算」にチェックを入れてください（「単独加算」には表示されませんのでご注意ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所介護○2○」または「地域通所介護 2○」 
を選択し、「2 時間以上 3 時間未満」にチェック 
を入れます。 

「注加減算」に表示されている該当の減算に 
チェックを入れてください。 

（地域密着型）通所介護の「時減」のサービスコード（2 時間以上 3 時間未満）に対して「高齢者虐待防止措置 

未実施減算」や「業務継続計画未策定減算」を算定する場合、サービスコードの名称は「通所介護○2○・ 

（減算名）・時減」（地域密着型通所介護の場合は「地域通所介護 2○・（減算名）・時減」）になります。 
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３. 短期入所生活介護（連続 30 日以上の長期利用） 算定の変更に対応 

・短期入所生活介護について、連続 60日を超えてサービス提供を行う場合に算定する基本サービス（新設） 

の入力に対応しました。（令和 6年 4月から） 

■ 入力方法 

「サービス詳細入力」画面から、名称の先頭に「長期」と付く基本サービスを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設された基本サービスは、以下のように算定します。 

※「保険請求予定実績一括展開」を行った場合、基本サービスや長期利用者提供減算が自動で反映します。 

算定のイメージ（令和 6 年 4 月から） 

改 

正 

後 

日数※1 
           

 基本サービス  基本サービス  基本サービス(長期)  ・・・ 

   長期利用者提供減算     

  自費  自費  自費 ・・・ 

1 日～30 日目※1の間   ･･･ 「基本サービス」を算定。 

31 日～60 日目※1の間   ･･･ 「基本サービス」と「長期利用者提供減算」を算定。 

61 日目※1以降       ･･･ 新設された「基本サービス」（頭に「長期」と付くもの）を算定。 

（※1）保険請求を行う利用日。 

（※2）自費利用日にあたる 1 日分（基本サービス）については、全額自己負担として利用者へ請求。 

 

名称の先頭に「長期」と付く基本 
サービスを選択してください。 

【31 日～60 日目※1】 

基本サービス＋長期利用者 

提供減算を算定します。 

【自費利用日※2】 

基本サービスを全額自己 

負担として請求します。 

 

【61 日目※1以降】 

基本サービス(長期)を 

算定します。 
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・予防短期入所生活介護について、連続 30日を超えてサービス提供を行う場合に算定する基本サービス 

（新設）の入力に対応しました。（令和 6年 4月から） 

■ 入力方法 

「サービス詳細入力」画面から、名称の先頭に「長期」と付く基本サービスを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設された基本サービスは、以下のように算定します。 

※「保険請求予定実績一括展開」を行った場合、予防基本サービス（長期）が自動で反映します。 

名称の先頭に「長期」と付く基本 
サービスを選択してください。 

【1 日～30 日目※1】 

基本サービスを算定 

します。 

【自費利用日※2】 

基本サービスを全額自己 

負担として請求します。 

【31 日目※1以降】 

予防基本サービス(長期)

を算定します。 

算定のイメージ（令和 6 年 4 月から） 

改 

正 

後 

日数※1 
           

 予防基本サービス  予防基本サービス(長期)  予防基本サービス(長期)  ・・・ 

  自費  自費  自費 ・・・ 

1 日～30 日目※1の間   ･･･ 「基本サービス」を算定。 

31 日目※1以降       ･･･ 新設された「基本サービス」（頭に「長期」と付くもの）を算定。 

（※1）保険請求を行う利用日。 

（※2）自費利用日にあたる 1 日分（基本サービス）については、全額自己負担として利用者へ請求。 
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４. 送迎減算 新設に対応 

A6通所型サービス（独自）について、「送迎減算」（新設）の入力に対応しました。（令和 6年 4月から） 

 

■ 入力方法（月額定額の場合） 

（１）「請求用予定実績（月額定額サービス）」の画面から、「送迎減算」にチェックを入れ、「詳細入力」 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）送迎減算を算定する日付をクリックして算定回数を入力します。（往復で算定する場合は、日付 

を 2回クリックします。）入力できましたら「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「適用日・回/日数」の表示内容を確認し、「追加」または「変更」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）画面右上の「登録」をクリックします。 

①「送迎減算」に 
チェックを入れます。 

②「詳細入力」を 
クリックします。 

① 日付をクリックして 
算定回数を入力します。 

②「決定」を 
クリックします。 

① 表示内容を確認します。 

②「追加」または「変更」を 
クリックします。 
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５. 看取り連携体制加算 新設に対応 

短期入所生活介護について、「看取り連携体制加算」（新設）の入力に対応しました。（令和 6年 4月分

から） 

「看取り連携体制加算」を算定する場合は、以下の手順で入力を行ってください。 

 

＜保険請求予定実績＞ 

（１）「サービス詳細入力」画面の「基本サービス」から「看取り連携体制加算」を選択します。 

死亡年月日を入力し、コピー先日付から死亡日を選択します。「決定」をクリックします。 

（提供時間帯は変更する必要はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）死亡日以前 30日間の利用日数を確認します。月をまたぐ場合は、前月の利用日数も確認 

します。「看取り連携体制加算」の行に立っている「1」をクリックし、確認した利用日数と同じ

数にしてください。（算定の上限は 7日間です。）    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「登録」をクリックし、画面を閉じます。 

※ 提供時間帯は変更する 
必要はありません。 

①「看取り連携体制加算」を選択し、 
死亡年月日を入力します。 

② 日付を選択します。 

③「決定」を 
クリックします。 

② 確認した訪問日数と同じ数に 
なるまでクリックします。 

① 死亡日以前 30 日間の 
訪問日数を確認します。 
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＜個人台帳＞ 

（１）個人台帳の「入退所履歴」に「退所年月日」「退所後の場所」を入力し、登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）該当年月のレセプトを集計し、レセプトの記載を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「退所年月日」と 
「退所後の場所」を入力し、 
登録してください。 

レセプトの記載を 
確認してください。 

レセプトの給付費明細欄の「摘要」には、保険請求予定実績に入力した死亡年月日が印字されます。 

入力した死亡年月日が 
印字されます。 
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６. レセプト 様式の一部変更に対応 

レセプト（介護給付費明細書）の「退所後の状況」の変更に対応しました。 

（介護療養型医療施設の廃止にともない、「介護療養型医療施設入所」が選択肢から削除されました。） 

例：施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書（様式第 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「介護療養型医療施設入所」を 
削除しました。 



    NANⅠ2.90R10 

Copyright (C) 2024 conduct Corporation                                               page 10/15 

７. 受信データ印刷 原案作成委託料の印刷に対応 

受信データ印刷機能について、原案作成委託料に関する以下の通知の印刷に対応しました。 

 

＜対象＞ 

・介護給付費等支払決定額通知書 

・介護予防支援費原案作成委託料明細書 

・介護予防ケアマネジメント費原案作成委託料明細書 

・原案作成委託料支払内容明細書 

・原案作成委託料未支払一覧表 
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８. 退院退所情報記録書の入力・印刷に対応 

 「利用者情報管理」画面に「退院退所情報記録書」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「退院退所情報記録書」 

の作成に対応しました。 
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退院退所情報記録書は、利用者が医療機関から退院するにあたって、医療機関からケアマネジャーへの 

情報提供用書類としてご使用いただけます。 

※厚生労働省から公表された様式に準拠しています。 

【1ページ目】 
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【2ページ目】 
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【3ページ目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内は以上です。 
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＜以下余白＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

 

 

 

製造・販売：株式会社コンダクト 

ご不明な点等がございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。 
ＴＥＬ ０１２０－０３６－６５３ 

弊社ホームページでも、お問い合わせを受付しております。 
システムより「カスタマサポート」をクリック、または QRコードをスキャン 
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